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令 和 ２ 年 1 1 月
厚生労働省医薬・生活衛生局
監 視 指 導 ・ 麻 薬 対 策 課

薬物乱用防止対策



１．大麻の乱用実態と
健康への影響

1



昨今、大麻の有害成分であるTHCを高濃度で含む大麻ワックス（BHO※）や大麻リキッド等の大麻濃縮物の
乱用拡大が認められ、人体への影響の増大が懸念されている。

また、大麻を含有する食品を摂食した者が救急搬送される等の事案も発生しており、乱用される大麻の形
態の多様化が認められる。

※BHO：ブタンハニーオイルの略であり、ブタンガスで抽出された蜂蜜様の油状の大麻のこと

チョコ クッキー グミ バター

大麻の形態の多様化

大麻濃縮物（大麻ワックス・大麻リキッド）

大麻含有食品例
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大麻（THC）の有害作用

急性
慢性

成人期以降の乱用 青年期からの乱用

主な精神作用

・不安感、恐怖感
・猜疑心
・パニック発作
・短期記憶の障害

・精神依存（易怒性、不安、大
麻に対する渇望等）の形成

・統合失調症、うつ病の発症
リスク増加の危険性
・認知機能、記憶等の障害

・より強い精神依存の形成

・統合失調症、うつ病の発症リ
スクのさらなる増加の危険性

・衝動の制御、一般情報処理機
能等の障害
・IQの低下
・より強い認知機能の障害

主な身体作用
・眠気

・知覚（聴覚、触覚）
の変容

身体依存の形成

精神・身体依存形成
精神・記憶・認知機能障害
を引き起こす危険性

大麻の乱用による重篤な健康被害の発生が懸念される

自動車運転への影響
運動失調と判断力の障害
を引き起こす危険性

【参考文献】大麻問題の現状 Ⅱ大麻・フィトカンナビノイドの有害性と医薬品としての応用：基礎と臨床、Ⅲ大麻による有害作用：臨床的特徴
（厚生労働行政推進調査補助金（医薬品・医療機器レギュラトリーサイエンス政策研究事業）「危険ドラッグ等の濫用防止のより効果的な普及啓発に関する研究」研究班 山本経之、山口拓、福森良）
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大麻の健康に対する悪影響（WHO文献）

【出典】 INCB「Report of the International Narcotics Control Board for２018」
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2018/Annual_Report_Chapters/03_Chapter_I_Annual_Report_2018_E_.pdf

【上記出典の引用元】 WHO「The Health and Social Effects of Nonmedical Cannabis Use (Geneva, 2016)」
https://www.who.int/substance_abuse/publications/cannabis_report/en/

大麻使用の短期的な悪影響

• 意識障害、認知障害、知覚障害、情緒あるいは行動障害、精神生理学的機能障害を伴う陶酔
• パニック発作、幻覚、嘔吐（初めて使用した人の中では稀）
• 車の運転における障害、交通事故による怪我のリスクの高まり（1.3～2.0倍）
• 年齢の若い大麻吸引者に冠動脈疾患を引き起こす可能性
• 妊娠中に母親が大麻を吸引する場合、胎児に現れる悪影響

定期的な大麻使用による長期的な心理社会的影響

• 依存（リスクは使用経験のある人10人に1人、青少年の使用者の6人に1人、毎日使用する人
の3人に1人）

• 成人よりも青少年により深刻で持続的なマイナスの結果
• 青少年期の大麻使用と若年成人の精神病的症状や統合失調症の発症リスクの間に用量反応関

係
• 学校中退、認識機能障害、その他の薬物の違法使用、抑鬱症状、自殺念慮・自殺行動のリス

クの高まり（青少年期や成人後の若い時期に毎日大麻を使用する場合）

定期的な大麻使用によるその他の長期的な心理社会的影響

• 慢性・急性の気管支炎、気管の内壁細胞の損傷
• 若い大麻使用者に心筋梗塞、脳卒中
• 煙草と共に使用する場合は、がんやその他の呼吸器系疾患のリスクの高まり
• 精巣がん（関連性については更なる調査が必要）
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２．厚生労働省における
広報啓発活動
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薬物乱用防止対策（
一次予防 二次予防

目的
青少年を中心とした広報・啓発を通じた国民全体の規範意識の向上による薬物乱用

未然防止
薬物乱用者に対する適切な治療と効果的な社会

復帰支援による再乱用防止

対象者 国民全般（主に学生） 薬物使用経験者（初犯・再犯者等を含む）

実施内容

●青少年に対する普及啓発（薬物乱用防止啓発読本）
【小学６年生保護者向け】 【高校卒業予定者向け】 【青少年向け】

●地域における国民的啓発運動
不正大麻・けし撲滅運動 『ダメ。ゼッタイ。』普及運動 麻薬・覚醒剤乱用防止運動
（６月２０日～７月１９日） （５月１日～６月３０日） （１０月１日～１１月３０日）

●薬物乱用防止啓発訪問事業

●相談機関活用促進のための啓発

薬物問題を抱える当事者や家族のための小冊
子の配布。

●再乱用防止プログラムの周知広告

薬物事犯により検挙され、保護観察が付かない
執行猶予判決を受けた者等に対して、再乱用防
止プログラム、相談窓口の周知。

●薬物依存症・中毒に関する啓発

薬物依存症・中毒に関する正しい知識・理解の
普及のため、一般市民や民間団体等を対象とし
て、依存症専門家を招き全国６ブロックで「再乱
用防止対策講習会」を開催。

小・中学校を始めとした教育機関等から
の要請に基づき、薬物乱用防止教室等
へ講師を派遣して、啓発を実施。また、
FacebookやTwitterを活用して情報を発信。
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３．麻薬取締部における
薬物乱用防止対策
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１．法令別検挙件数・人員

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31・令和元年

覚醒剤取締法
件数 206 198 207 270 190

人員 204 207 214 305 245

大麻取締法
件数 58 192 255 334 354

人員 71 233 246 369 442

麻薬及び向精神薬取締法
件数 116 81 76 132 108

人員 146 76 83 129 92

麻薬特例法
件数 41 24 26 16 73

人員 55 43 27 35 80

あへん法
件数 1 0 0 1 0

人員 1 0 0 1 0

医薬品医療機器法
件数 142 94 89 48 24

人員 166 88 77 46 20

合計件数 564 589 653 801 749

合計人員 643 647 647 885 879

注1）警察等関係取締機関との合同捜査による検挙件数・人員を含む。

２．主な薬物の押収量

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31･令和元年

ヘロイン（kｇ） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

コカイン（kｇ） 0.1 0.2 1.3 0.4 0.2

乾燥大麻（大麻たばこを含む）（kｇ） 3.6 37.8 109.7 104.4 108.4

大麻草（本） 402 6,279 1,819 3,068 4,791

大麻樹脂（ｋｇ） 0.0 0.3 0.2 0.5 0.7

あへん（ｇ） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

覚醒剤（ｋｇ） 2.0 932.9 827.6 346.1 1714.1

注2）警察等関係取締機関との合同捜査により押収した薬物を含む。
注3）覚醒剤については、粉末のみ計上。

麻薬取締官の取締状況
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麻薬取締部における大麻等の取締り

令和元年11月、インターネット販売を中心に全国の顧客
に大麻栽培器具（鉢、肥料、照明器具等）を販売し、顧
客に対し大麻栽培方法を教示したとして、大麻栽培のほ
う助の事実で販売業者の経営者と従業員２名を逮捕

10

大麻の不正栽培、密売、栽培器具販売業者に対する取締りを強化

・大麻事犯の検挙人員が増加

・麻薬取締部においては、全薬物事犯の中で大麻事犯の検挙人員が最多
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平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31･令和元年

覚醒剤取締法 大麻取締法

麻薬及び向精神薬取締法 医薬品医療機器等法

あへん法

検挙人員の推移 （単位：人）

※警察等関係取締機関との合同捜査、麻薬取締員による検挙人員含む。
（人）

大麻の不正栽培事犯の捜査において、「大麻の不正栽培に使
われることを知りながら、栽培器具を販売し、栽培方法を教
示する業者」が判明したことから、同業者に対する集中的な
取締りを実施

＜検挙事例＞

令和元年12月５日
神戸新聞
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再乱用防止対策事業のイメージ

厚生労働省

地方厚生局麻薬取締部

センター・ダルク・医療機関等の地域社会資源への橋渡し（橋渡し）家族等へのアドバイス

調査総務課長

再乱用防止支援員
（公認心理師・精神保健福祉士等の非常勤職員）

再乱用防止支援員による
２年間の声掛けサポート支援

対象者との面談・支援計画策定

間接（つなぎ）支援

希望者への支援実施

パンフレットにより
事業周知

留置場

直接支援
（対象者や家族への
面談や電話連絡等）

連 携

断薬プログラムの提供

再乱用防止対策事業の概要
①断薬プログラムの提供
②地域資源へのパイプ役
（間接（つなぎ）支援）
③家族等へのアドバイス
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